
 

相模原市監査委員公表第１８号 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１４項の規定により、令和７

年１０月２日に実施したこども・若者未来局の財務監査及び行政監査の結果に基づ

き講じた措置の内容について市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

令和７年１１月２６日 

 

 相模原市監査委員 岩 本   晃 

 

 

 同 橋 本 愼 一 

 

 

 同 寺 田 弘 子 

 

 

 同 鈴 木 秀 成 
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第１ 財務監査 

１ 監査対象事務 

委託料の支出に関する事務 

 

２ 監査の実施日程 

令和７年４月２４日から同年１０月２日まで 

 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 令和７年１１月４日 

 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

こども施設課の委託料の支出に関す

る事務を調査したところ、相模原市立

児童クラブ(南区その２)に係る労働者

派遣契約において、次のような事例が

見られた。 

ア 当該派遣契約において、毎年度取

り交わすこととしている労働者派遣

個別契約書(以下「個別契約書」とい

う。)について、令和６年度は取り交

わしていなかった。 

労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の保護等に関する

法律(昭和６０年法律第８８号)(以下

「労働者派遣法」という。)第２６条

第１項は、業務の内容、事業所の名

称及び所在地その他派遣就業の場所

並びに組織単位、直接指揮命令する

者等の事項を定める旨を規定してい

令和７年４月２４日から同年１０月

２日にかけて実施された財務監査にお

ける指摘事項については、次のとおり

改善措置を講じました。 

 

アの事案については、契約書に規定

する個別契約書について、派遣労働者

を指揮命令する者等の変更があること

を勘案し、毎年度取り交わすこととし

ていたところ、発注者、受注者双方が

失念したことから、令和６年度は取り

交わしていなかったものです。 

今回の指摘を受け、毎年度作成する

本契約に係る管理用ファイルに個別契

約書を綴る箇所を明示し、個別契約書

の作成の有無を明確に確認できるよう

にいたしました。 

今後は、労働者派遣契約について、
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る。 

これを本件についてみると、契約

書第１条第２項において、派遣労働

者の従事すべき業務内容、就業場

所、派遣先において派遣労働者を指

揮命令する者、その他労働者派遣の

実施に関し必要な細目については、

別途合意する個別契約書に定める旨

を規定しており、派遣労働者を指揮

命令する者等の変更があることを勘

案し、個別契約書を毎年度取り交わ

すことにより労働者派遣契約を履行

することとしていた。 

このため、令和６年度の個別契約

書を取り交わさなかったことは不適

正な事務処理である。 

今後は、労働者派遣契約について、

発注者、受注者双方が関係法令及び契

約内容等を遵守し、適正に事務を執行

されたい。 

発注者、受注者双方が関係法令及び契

約内容等を遵守し、適正に事務を執行

してまいります。 

【こども施設課】 

【こども施設課】  
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第２ 行政監査 

１ 監査対象事務 

委託料の支出に関する事務 

 

２ 監査の実施日程 

令和７年４月２４日から同年１０月２日まで 

 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 令和７年１１月４日 

 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

こども家庭課の委託料の支出に関す

る事務を調査したところ、相模原市 

こども虐待１１０番運営事業業務委託

の条件付一般競争入札に係る公告にお

いて、市掲示場への掲示を行っていな

かった。 

地方自治法施行令(昭和２２年政令第

１６号)第１６７条の６第１項は、「普

通地方公共団体の長は、一般競争入札

により契約を締結しようとするとき

は、入札に参加する者に必要な資格、

入札の場所及び日時その他入札につい

て必要な事項を公告しなければならな

い」とし、相模原市公告式規則(平成２

７年相模原市規則第６３号)第２条第２

項において、告示等の公表は、相模原

市公告式条例(昭和２５年条例第２４

号)第２条第２項に定める掲示場に掲示

令和７年４月２４日から同年１０月

２日にかけて実施された行政監査にお

ける指摘事項については、次のとおり

改善措置を講じました。 

 

本事案については、条件付一般競争

入札を実施した際の入札に係る公告に

おいて、相模原市ホームページへの掲

載のみを行い、市掲示場への掲示を行

っていなかったものです。 

このことは関係法令、条件付一般競

争入札の手引き(令和６年４月契約課作

成)などの内容をよく確認しておらず、

入札に当たりホームページへ掲載のみ

実施すればよいと誤って認識していた

ことが原因です。 

今回の指摘を受け、課内において契

約事務について、手引きや関係法令を
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してこれを行う旨を規定している。 

このため、入札に係る公告を市掲示

場へ掲示しなかったことは不適正な事

務処理である。 

今後は、関係諸規程等を遵守し、適

正に事務を執行されたい。 

改めて確認するよう周知いたしまし

た。 

今後の契約事務の執行に当たって

は、担当者、合議者及び決裁者がそれ

ぞれ関係法令等を確認し、適正な事務

執行に取り組んでまいります。 

【こども家庭課】 【こども家庭課】 

 


